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提言４．

仕事と生活の調和推進４－１．

 本調査研究では、家事・育児・介護等による生活の変化が働き方等に与える影響について、個人・家

庭、職場、社会・

 我が国では共働き世帯が増加している一方で、育児・介護とも、実際の分担は依然として女性に偏り

がちである。育児・介護の当事者は、他にも

関するさまざまな課題を抱えて

る。 

育児・介護と仕事の両立において

ン等の個人・家庭の

行政が個人の生活に与える

や制度等による育児・介護の支援を充実させることが必要である。

現状、我が国では、

児・介護に積極的に参画しづらい場面

や行政による

社会全体で

 

育児における課題と提言４－２．

平成 30 年度雇用均等基本調査によると、

おり、特に男性の取得率は低

妨げられる一方、男性は長時間労働等で育児への参画がかなわないという現状がある。そうした状況下

で、うまく両立している人・課題を抱えた人の特徴を、個人・家庭、職場、社会・

析した。 

個人・家庭の観点では、夫婦間のコミュニケーションを取っている人ほど夫婦で育児を分担している

割合が高いことから、育児

とが必要である

また、正社員

いことから

め、女性を中心とした

職場の観点では、

く、両立を支援する職場の制度や雰囲気の醸成が求められる。特に男性側では、労働時間の長さ等

題となって

社会・行政

なネックになっていることがうかがわれ

なサービスの拡充が望まれる。

的人材の育成と、身近な相談窓口の構築が必要である。

さらに、育児が

よりどころとなる人が
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重点的な支援が必要
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介護と仕事の両立に向けた課題を共有し、具体的な改善

提案を話し合う機会を作ったり外に発信したりすることができれば、当事者の生活の充実だけでなく、

働き方や生活スタイルも把握して、仕事と介

ができている人は、

、退職後は地域での生活

代における「自分の親は自分で介護する」という意識の高まりにみられるように、今後は男女を問

わず、介護と仕事の両立の必要性がますます高まっていくことが想定される。加えて未婚者の増加、労

性年代にかかわらず、

 

  

仕事をしながら介

離職して収入が途絶えると、日々の生活の維

ケアマネ

は

代では「自分

。また、夫婦間のコミュニケーションを取っている人ほど、

割合が多

介護の当事者は、要介護者の通院やケアマネジャーとの打合せ等で、勤務時間のうち数時間程

、

する

介護と仕事を両立しながら就業を継続するためには、介護に直面

を柔軟

公的

ケアマネジャー等の専門家に両立の相談をしやすくなるよ

職場や地域（自治

介護と仕事の両立に向けた課題を共有し、具体的な改善

提案を話し合う機会を作ったり外に発信したりすることができれば、当事者の生活の充実だけでなく、

仕事と介

人は、

、退職後は地域での生活

代における「自分の親は自分で介護する」という意識の高まりにみられるように、今後は男女を問

わず、介護と仕事の両立の必要性がますます高まっていくことが想定される。加えて未婚者の増加、労

性年代にかかわらず、
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